
1 
 

平成２７年１１月２０日 
経済産業省 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 第３期中期目標 

 

【前文】 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）は、我が国で唯一の中小企業

政策全般にわたる総合的な支援・実施機関として、平成１６年７月に設立された。これまで機

構は、中小企業基本法の基本施策に対応した（１）創業・新事業展開の促進、（２）経営基盤

の強化、（３）経営環境の変化への対応の円滑化という３つの事業の枠組みに加え、予め終期

を明確にした（４）産業用地の分譲等の期限付き業務の４つの事業に整理し、業務を実施して

きた。業務の実施に当たっては、新たな政策課題や中小企業・小規模事業者の支援ニーズに即

応できる地域本部制をはじめとする現場重視の組織体制を構築し、機構自らが有する各種の支

援機能を組み合わせた総合的な支援を実施するととともに、地域の商工会、商工会議所等の中

小企業支援機関、地域金融機関、中小企業経営力強化支援法（平成２４年８月制定）に基づく

認定経営革新等支援機関等（以下、「地域支援機関等」という。）の支援機能の向上・強化を支

援する役割を担ってきた。また、東日本大震災の被災中小企業・小規模事業者の復旧・復興の

ために機構の支援ノウハウを活用し、多様な支援策を着実に実施するとともに、海外展開支援

などの新たな政策課題にも迅速に取り組んできたところである。 
 
日本経済を取り巻く環境は、景気低迷とデフレからの脱却に加え、少子高齢化や新興国の台

頭とそれに伴う比較優位構造の変化など構造的変化への対応が喫緊の課題となっている。この

ため、政府は、①大胆な金融政策、②機動的な財政政策、③民間投資を喚起する成長戦略を一

体として強力に推進しているところである。さらに、この成長戦略を進化させるための検討方

針が示され、我が国の潜在成長力の抜本的な底上げを図り、持続的な成長軌道に乗せるため中

小企業・小規模事業者の活性化に取り組むこととしているところである。 
 

全国３８５万の中小企業・小規模事業者、地域に広がるヒト、モノ、コミュニティといった

経営資源は、我が国の製造業を支え、付加価値の高いサービス産業の源泉であり、世界に誇る

べき産業基盤である。こうした産業基盤の革新が、地域経済を再生させ、我が国の国際競争力

の強化に繋がるものである。また、中小企業の約９割、雇用の約３割を占める小規模事業者は、

地域経済と雇用の重要な担い手となっている。政府の成長戦略を着実に地域経済にまで浸透さ

せ、我が国経済を確実に成長軌道に乗せていくためには、中小企業・小規模事業者の活力を引

き出していくことが必要不可欠である。 

 

政府は、景気回復の実感を全国津々浦々、地域経済と地域の雇用を支える中小企業・小規模

事業者に届けるため、 
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①  東日本大震災の被災中小企業・小規模事業者等への支援。特に、原子力災害により深刻

な被害を受けた福島の復興・再生 
② 日本再興戦略に掲げられた目標を達成するための政策展開 
③ 中小企業の約９割を占める小規模事業者に焦点を当てた政策展開  

といった措置を講じているところである。 
 

 このような政府の取組を踏まえ、機構は、平成２６年４月から始まる第３期中期目標期間に

おいて、これまでに果たしてきた、（１）創業から企業の成長・発展、事業再生までを総合的

に支援する役割、（２）地域支援機関等の支援機能の向上・強化を支援するという２つの役割

について、今後とも一層の強化・充実を図りつつ、以下の３つの取組に重点を置き、政府の政

策展開に貢献する取組を進めていくこととする。 

 
【東日本大震災の復興の加速と福島の再生への対応】 
東日本大震災による被災中小企業・小規模事業者への相談・助言、専門家の派遣、仮設施設

の整備やその有効活用に係る支援、被災県と連携・協働した資金支援等、これまで機構が培っ

てきた支援ノウハウを活用した支援を行い、東日本大震災の復興の加速と福島の再生に引き続

き取り組む。 
 

【日本再興戦略の目標で掲げられた政策展開への対応】 
日本再興戦略で掲げられた３つの目標である 
① 開業率・廃業率を米国・英国レベル（１０％）まで引き上げ 
② ２０２０年までに黒字の中小企業・小規模事業者を倍増 
③ ２０１３年から５年間で新たに１万社の海外展開 

について、機構の持つ多様な支援策を活用した取組を行い、その達成に貢献する。 
 
【小規模事業者に焦点を当てた政策展開への対応】 

小規模事業者に焦点を当てた政策展開を踏まえ、機構は、地域支援機関等との連携・協働を

一層強化し、全国的な支援体制を強化するための役割を果たすとともに、小規模事業者が必要

とする支援施策等の情報をきめ細かく発信・提供するための取組を強化し、その認知度の向上

に取り組む。 
 
 以上の３つの重点課題を踏まえ、機構は、（１）東日本大震災からの復興支援、（２）販路開

拓支援、（３）中小企業・小規模事業者の新陳代謝（創業・事業引継ぎ支援）、（４）ものづく

り連携支援、（５）海外展開支援、（６）ＩＴを活用した効率的・効果的な支援といった業務に

ついて、強化を図ることとする。 
また、機構が行う各種助言・支援業務については、これまでに培った支援ノウハウの地域支

援機関等への移転を進めるなど、引き続き地域支援機関等の支援機能の向上及び強化を支援し、

中小企業政策の中核的実施機関として、より難度が高く、より専門性の高い助言・支援業務な
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どに重点化することとする。 
 

 
Ⅰ．中期目標の期間 
 
中期目標の期間は、５年間（平成２６年４月～平成３１年３月）とする。 

 
Ⅱ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
  
 第３期中期目標期間における成果目標については、（１）政府の政策展開への貢献に関する

数値目標、（２）支援先に関する目標と評価指標、（３）支援機関に関する評価指標を、下表の

とおり設定する。 
これにより、機構は、業務の適正な評価を行い、ＰＤＣＡサイクルを通じ、目標の達成に向

けて業務の不断の見直しや改善等を行うものとする。 
 
 
Ⅰ．政府の政策展開への貢献に関する数値目標 
 
１．創業・新事業展開の促進 

○ 起業支援ファンド、中小企業成長支援ファンドについては、５０ファンド以上組成

する。 
○ Ｗｅｂマッチングシステムへの登録企業数は、中期目標期間中の早期に３，０００

社以上とする。 
○ 海外展開支援については、海外展開に潜在力のある中小企業・小規模事業者を中期

目標期間中の早期に３，０００社以上発掘する。 
 
２．経営基盤の強化 

○ 中小企業・小規模事業者向け研修及び地域支援機関等の支援担当者向け研修の受講

者は、中期目標期間中に１５万人以上とする。 
 
３．経営環境の変化への対応の円滑化 

○ 共済制度における在籍割合を向上させるための加入目標件数は、小規模企業共済制

度については４６万件、中小企業倒産防止共済制度については１３万件とする。 
 
Ⅱ．支援先に関する目標と評価指標 
 

○  専門家の派遣、相談・助言、インキュベーション事業及び中小企業大学校の研修事業
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については、全ての支援先から所期の目標の達成、事業化の実現、あるいは当該支援業務

が役に立った等の評価を得ること等を中期計画における目標とする。 
○  毎年度策定する年度計画においては、上記目標達成に向けた具体的な数値目標を設定

し、当該数値目標を着実に達成するための不断の業務見直しや改善等を行う。 
○ 個々の業務について、支援先事業者の業績等（新製品・サービスの開発、新分野進出、

販路開拓、海外展開、支援後における売上高、経常利益、従業者数等の増加率等）を調査・

分析することを中期計画や年度計画において定め、マクロ経済の動向との比較等を通じ

て、事業評価に際して活用する。 
 
Ⅲ．支援機関に関する評価指標 
 

地域支援機関等の支援上の課題に関する相談・助言、優れた支援事例や支援ノウハウの

提供等を通じて全国的な支援体制を強化する役割を機構が果たすことについて、中期計画

や年度計画において適切な指標を定め、事業評価に際して活用する。 
 
 
 
１．創業・新事業展開の促進 
 

日本再興戦略における中小企業・小規模事業者の地域リソースの活用・結集・ブランド化、

新陳代謝、戦略市場への参入、国際展開を促進するため、機構は、創業・ベンチャー支援のほ

か、中小企業・小規模事業者の新製品開発、新たな販路の開拓、環境・エネルギー、健康・医

療、航空宇宙などの成長分野や海外市場への参入等の新事業展開への挑戦に対し、相談・助言

や専門家の派遣等による経営支援、インキュベーション施設の運営、中小企業大学校施設を活

用した創業者の育成、ファンド出資、企業間連携、海外展開等の支援を積極的に行い、日本再

興戦略に掲げられた目標達成に貢献するものとする。 
 
（１）創業・ベンチャー支援による新事業の創出 
 
機構は、新しい商品・サービスを生み出し、地域の雇用を増やし、地域経済を活性化する創

業を促進するための支援を行う。また、インキュベーション施設においては、機構の持つ多様

な支援ツールを活用した施設入居者への総合的な支援を行うほか、地方公共団体、大学、地域

支援機関等とも連携・協働した支援を行い、成長分野への参入や新事業の創出等を促進する。 
 
（２）中小企業・小規模事業者の成長段階に応じたリスクマネー供給の円滑化等 
 
中小企業・小規模事業者へのリスクマネー供給の円滑化を図るため、機構は、成長初期段階
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のベンチャー企業、成長分野への参入、海外展開など新たな成長・発展を目指す中小企業・小

規模事業者に投資を行うファンドの組成を促進するとともに、各種支援を通じて見出された中

小企業・小規模事業者の資金需要に対し資金提供者の開拓を支援する。また、産業競争力強化

法に基づくベンチャーファンド等への債務保証により、ベンチャー企業等の成長を支援する。 
 
（３）新事業展開に向けた経営課題の解決と経営力向上 
 
多くの中小企業・小規模事業者は、長らく大企業等の下請けとして企業活動を行ってきた一

方、大企業等の業態変化や海外展開が進展していく中で、中小企業・小規模事業者は新事業展

開に向けて自らが製品開発から市場開拓までを一貫して行う必要が生じている。機構は、中小

企業・小規模事業者の新たなビジネスモデルの展開、成長分野への参入等の新事業展開に必要

となる経営戦略・経営計画の策定、生産の最適化等高度な専門性を要する取組や都道府県域を

超える広域展開、海外展開等に重点を置き、中小企業・小規模事業者の経営課題の解決と経営

力の向上を支援する。 
 
（４）企業間連携、地域資源の活用等による新たな市場開拓等への支援 
 
中小企業・小規模事業者による新たな製品開発、市場開拓を促進していくためには、お互い

の弱みを補完するだけではなく、強みの相乗効果を生み出す企業間連携をより一層推進してい

く必要がある。特に、国内需要の減少、大企業の海外移転、新興国企業とのコスト競争等によ

り、依然厳しい状況に置かれている｢ものづくり企業｣が、今後とも国内を拠点として、新興国

企業とのコスト競争等に対応していくためには、更なる生産性の向上に取り組むとともに、自

社で不足する経営資源を補完するための取組が不可欠である。機構は、新たな｢ものづくり連

携グループ｣の組成を地域支援機関等と連携・協働して促進するとともに、新製品開発、共同

受注、販路開拓、成長分野への参入等を支援する。また、地域の経営資源の活用や異業種の企

業間連携等を促進し、中小企業・小規模事業者の新製品開発、販路開拓等の取組について事業

計画の策定から事業化に至るまで一貫した支援を行う。 

 

（５）新たな取引先・業務提携先の開拓支援 
 

優れた技術・製品を持ちながらも国内需要の減少等により、中小企業・小規模事業者の売上

の減少に対応するための新たな販路・業務提携先の開拓は、喫緊の課題となっている。機構は、

国内外の新たな販路・業務提携先の開拓に挑戦しようとする中小企業・小規模事業者に対し、

展示会・商談会等の開催を行うほか、これらと連動したＷｅｂマッチングシステムを構築・運

営することで支援企業の量的な拡大と支援成果の向上を図る。 

また、ＩＴ化の進展により、従来の流通構造が変化し、直接取引先や顧客との接点を増やし

国内外で広く活躍する中小企業・小規模事業者が増加している。機構は、このような取組を促

進するため、特に小規模事業者を中心にＩＴを活用したｅコマース等による新たな販路開拓を
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支援する。 

 

（６）海外展開支援 
 

グローバル化の進展により取引構造等が変化する中で、中小企業・小規模事業者がビジネス

を成長・発展させていくためには、中小企業・小規模事業者自らが、成長著しい新興国市場を

獲得していくことが必要である。国内の事業基盤を維持しつつ、海外展開を積極的に行い、そ

の成果が国内の雇用等に結びつくような中小企業・小規模事業者への支援を行うことが、我が

国経済の成長を促進する観点からも重要である。機構は、海外展開に潜在力のある中小企業・

小規模事業者を発掘し、海外進出や海外企業との取引・業務提携等に関する経営課題の解決を

積極的に支援し、中小企業・小規模事業者の海外展開を促進する。 
 
２．経営基盤の強化 
 
地域経済と雇用の担い手である中小企業・小規模事業者の活力を引き出すとともに、日本再

興戦略の｢２０２０年までに黒字の中小企業・小規模事業者の倍増｣を実現させるため、機構は、

地域支援機関等の支援機能及び能力の強化・向上支援、情報提供の積極的な推進、多様な経営

課題を解決するための相談・助言等による経営支援、専門家の派遣、高度化事業による連携・

共同化への資金支援、中心市街地や商店街の活性化支援などにより、中小企業・小規模事業者

の経営基盤と経営力の強化を図り、小規模事業者に焦点を当てた政策展開と日本再興戦略に掲

げられた目標達成に貢献することとする。 

 

（１）地域支援機関等への支援機能及び能力の強化・向上支援 
 
中小企業・小規模事業者の経営課題は、複雑化、多様化、高度化してきており、地域支援機

関等には、より専門的な知識、具体的な提案能力、幅広いネットワーク等が求められている。

特に、中小企業の約９割を占める３３４万の小規模事業者に対して広く、かつ、きめ細かく施

策情報等を周知し、実際の支援や活用に繋げていくことが重要である。機構は、地域支援機関

等の支援上の課題への相談・助言、優れた支援事例や支援ノウハウの収集・提供等により中小

企業・小規模事業者に対する全国的な支援体制を強化する役割を担うとともに、中小企業大学

校による地域支援機関等の支援担当者への研修等を通じて地域支援機関等の支援機能及び能

力の強化・向上を支援する。また、Ｗｅｂの活用等による情報発信力の強化を図るとともに、

経営課題等に関する情報収集、調査・研究等を行う。 
 
（２）多様な経営課題への円滑な対応と経営基盤となる人材の育成 
 
中小企業・小規模事業者が事業活動を円滑に行っていく上で、直面する経営上の多様な課題

に適切に対応していくためには、中小企業・小規模事業者への専門的な相談・助言や経営の基



7 
 

盤となる人材の育成が必要不可欠である。機構は、多様で高度な経営課題に対する相談・助言、

専門家の派遣等を行うほか、中小企業大学校による中小企業・小規模事業者の経営者や管理者

等に対し、経営課題解決のために直ちに役に立つ実践的な研修を実施する。 
 
（３）中小企業・小規模事業者の連携・共同化、経営の革新、産業集積活性化の促進 
 
中小企業・小規模事業者の連携・共同化、経営の革新の取組に対し、機構は、これまでの高

度化事業で培ったノウハウを最大限に活かし、新規案件の発掘、組成促進を図るとともに、都

道府県等と連携・協働して事業成果向上のための診断・助言と資金支援を行う。また、中心市

街地が地域社会・経済に果たす役割、商店街が地域コミュニティ・地域経済に果たす役割の重

要性を踏まえ、これらの活性化のための支援を行う。 
 
３．経営環境の変化への対応の円滑化 
 
東日本大震災からの復興の加速化と福島の再生に引き続き取り組む。また、中小企業・小規

模事業者の経営状況は依然として厳しく、地域経済の本格的な再生は道半ばの状況であり、再

生・経営改善が必要な中小企業・小規模事業者は潜在的に多数存在している。また、経営者の

高齢化・後継者不在による廃業等が一層深刻化しており、地域経済の活力を確実に減退させて

いる。このため、中小企業・小規模事業者の再生・事業引継ぎ・事業再編・経営改善を促進す

る支援を行っていく必要がある。また、機構は、小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止共

済制度の確実な運営により小規模事業者の事業廃止等を行う際の円滑化と連鎖倒産防止のた

めのセーフティネットの充実を図る。 
 
（１）東日本大震災の復興支援など災害等への機動的な対応 
 
東日本大震災で被災した地域及び中小企業・小規模事業者の本格的な復興の加速に引き続き

貢献していくことが重要である。機構は、専門家の派遣等を通じ、事業再開やまちづくりに向

けた再建計画等の策定支援を行うほか、仮設施設の整備やその有効活用に係る支援、産業復興

機構への出資などを行う。また、原子力災害により深刻な被害を受けた福島の復興・再生につ

いては、被災中小企業・小規模事業者の事業再開に向けた取組を支援する。 
なお、大規模な自然災害等が発生した場合には、これまでの知見とノウハウを活用して、機

動的に支援を行う。 
 
（２）中小企業・小規模事業者の事業再生・事業引継ぎ等への支援 

 
中小企業金融円滑化法が平成２５年３月末で期限到来を迎えた後においても、引き続き条件

変更の申込件数が同程度で推移しており、産業の新陳代謝を促す観点からも、これまで以上に

重点的・積極的に事業再生・事業引継ぎ等の取組の支援を進めていくことが必要である。この
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ため、機構は、自主的な努力だけでは対応が困難な状況にある中小企業・小規模事業者や後継

者不在などで事業の存続に悩みを抱える中小企業・小規模事業者が確実に事業再生・事業引継

ぎ等の支援を受けられるよう全国的な事業再生・事業引継ぎ等の支援体制を強化する等の役割

を担う。 
具体的には、機構は、産業競争力強化法に基づき設置された認定支援機関が実施する中小企

業・小規模事業者に対する事業再生・事業引継ぎ等支援の支援件数・支援内容の更なる充実を

図るために、産業競争力強化法に基づく専門家派遣や支援体制に係るＰＤＣＡサイクル構築に

関する業務を確実に実施するとともに、認定支援機関の相談・助言、事例共有等に係る体制を

引き続き強化する。また、機構による再生支援、再生ファンドの活用の促進、事業再生・事業

引継ぎ等の支援に係る制度の周知や活用促進、支援事例の展開等を実施する。更に全国的な事

業再生・事業引継ぎ等の支援体制の強化に際しては、各地における地域金融機関や商工会議

所・商工会、士業団体等の連携強化が重要であることから、機構は、各地の関係機関等と継続

的な対話等を通じ、事業再生・事業引継ぎ等の支援に係る普及・啓発を実施する。 
また、産業競争力強化法に基づき、事業再編や事業再生の円滑化を図るため、事業再生ＡＤ

Ｒによる事業再生や、生産性及び財務内容の健全性の向上に資するような事業再編に際し、債

務保証を着実に実施する。 
 上記の機構による業務に関し、中期計画や年度計画において適切な指標を定め、事業評価に

際して活用する。 
 
（３）小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止共済制度の確実な運営 
 
将来の事業の廃止等に備えるための小規模企業共済制度、連鎖倒産の防止のためのセーフテ

ィネットである中小企業倒産防止共済制度については、両共済制度の加入対象者数の動向、解

除及び新規加入の状況等を踏まえ第３期中期目標期間末において第２期中期目標期間末の在

籍割合を上回ることを目標とし、積極的に加入促進を行う。また、各種提出書類の見直し及び

業務処理期間の短縮化等により契約者サービスを向上する。 
 
 
Ⅲ．業務運営の効率化に関する事項 
 
１．顧客重視 
 
①顧客重視の業務運営 
 
 業務運営の効率化を図りつつ実効性のある質の高い支援を実現するため、現場主義を徹底

し、現場ニーズの吸い上げを行い、制度・業務の改善や新たな施策への反映を行う。 
 全国的な組織としての広域的な実施体制を整備し、各地域において地方公共団体、地域支

援機関等及び政府関係機関との連携を強化し、機動的な支援を行う。 



9 
 

 
②ＩＴの活用による顧客へのアプローチ 
 
 支援件数の増加が見込まれる状況下において、効率的・効果的な支援を行うため、ＩＴを

活用した支援インフラの整備を図るとともに、Ｗｅｂ等を活用した中小企業・小規模事業

者への情報発信力の強化を図る。その際、ワンストップサービスの充実を図る観点から、

中小企業者・小規模事業者自らや地域支援機関等の支援担当者が支援内容等を検索・選択

できる仕組みを構築することなどにより、中小企業者・小規模事業者及び地域支援機関等

の利便性の向上を図る。 
 
２．組織パフォーマンスの向上・組織力の向上、業務の改善と新たなニーズへの対応 
 
①組織パフォーマンスの向上 
 
 機構の組織について、その目標の実現のために業務の改善や新たなニーズに即応した事業

を機動的に実施するため、柔軟な組織体制や人事配置の見直しを行うとともに、ＩＴを一

層活用することにより業務の効果的な実施を図る。 
 職員に対する業績評価制度を適正に運用し、その評価結果を処遇に適正に反映する。 
 計画的に人材育成し職員の専門性の向上を図る。 
 環境・エネルギー、健康・医療、航空宇宙等の成長分野など特定分野での高度な専門性と

支援意欲をもつ外部専門家の発掘及び育成を行う。 
 
②適切な評価を踏まえた業務改善と新たなニーズへの対応 
 
 財務会計情報や事業の評価指標等の活用に加えて、経営上重要な活動実績等については、

より迅速に把握し共有できる取組を検討し、業務遂行上の課題の早期発見と対応を図る。 
 十分な成果が得られていない業務や他の支援機関が類似のサービスを提供している事業に

ついては、改善又は廃止し、新たなニーズに対応した事業やより効果の見込まれる新たな

手法での事業に資源を集中する。 
 中小企業・小規模事業者等との直接の接点となる部門が収集する施策利用者等の情報をも

とに、「企画」、「実施」、「評価・検証」、「事業の再構築等」による事業評価を適切に行う。

評価に際しては、相談件数などの「アウトプット」の評価に加え、企業の成長を客観的に

判断できる事業については、企業の業績や我が国経済への貢献度などの「アウトカム」の

評価を行う。 
 中小企業大学校は、中小企業に真に必要な研修機会を維持しつつ、研修内容の重点化を進

めるとともに、研修企画業務以外の運営業務に係る市場化テストにより業務の効率化を図

る。 
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３. 業務運営の効率化・適正化を図るための取組 
 
① 業務経費等の効率化・適正化 
 
 運営費交付金を充当して行う業務については、一般管理費（退職手当を除く）及び業務経

費（退職手当を除く）の合計について、新規追加部分及び一般勘定資産の国庫納付に伴っ

て当該年度に新規に運営費交付金で手当される部分を除き、毎年度平均で前年度比１．０

５％以上の効率化を図る。 
新規追加部分及び一般勘定資産の国庫納付に伴って当該年度に新規に運営費交付金で手

当される部分は翌年度から１．０５％以上の効率化を図ることとする。 
 人件費総額、給与の支給基準及び支給水準については独立行政法人改革等に関する基本的

な方針（平成２５年１２月２４日閣議決定）に即して対応する。 
 給与計算、資金出納、旅費計算等の管理業務については、引き続き集約化やアウトソーシ

ングの活用などにより業務を効率的に運営する。 
 中小企業・小規模事業者の負担に配慮しつつ、各種研修の受講料、専門家の派遣料等につ

いては、適切な受益者負担の見直しに努めるとともに、インキュベーション施設等の賃貸

料等について、収支均衡に向けた見直しを行うなどにより、自己収入の確保を図る。 
 
②契約の適正化 
 
 契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、契約の適正化を推進する。 

また、機構が策定した「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施し、事務・事業の

特性を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自立的かつ継続

的に調達等の合理化に取り組む。 
 
③情報公開による透明性の確保 
 
 業務運営の状況、財務、監査、入札・契約関連情報、給与水準の適正化の取組、給与実態、

各種報告等の情報を迅速にわかりやすく公表する。 
 
④内部統制の充実等 
 
 内部統制機能については、更なる充実・強化を図る。 
 財務の健全性及び適正な業務運営のため、内部規程等の整備、職員研修の拡充、情報公開

等、金融業務に係る内部ガバナンスの高度化を図るとともに、高度化事業は、金融庁との

連携及び検査体制の整備が図られたところで金融庁検査を導入する（損失の危険の管理に

限る）。 
 利用者への情報提供等の利便性の向上や内部管理業務の効率化､高度化のため、最適化計画
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を踏まえ、業務・システムの改善を行う。 
 「サイバーセキュリティ戦略（平成２５年６月１０日情報セキュリティ政策会議決定）」等

の政府の方針に則り、情報セキュリティを確保する。 
 このほか、既往の閣議決定等で示された政府方針に基づく取組や会計検査院等の指摘を踏

まえた見直しについて、着実に実施する。 
 
 
Ⅳ．財務内容の改善に関する事項 
 
１．財務内容の改善 
  
 小規模企業共済の資産については、小規模企業共済法第２５条第１項に基づき、機構が「基

本方針」を定めることとされている。この基本方針において、安全かつ効率的な運用を確

保するため、基本ポートフォリオ（運用に係る資産の構成）等を定めるとともに、定期的

に、外部有識者等で構成する「資産運用委員会」の評価・助言を受け、必要に応じ、基本

ポートフォリオ等の見直しを検討する。 
 施設整備等勘定及び出資承継勘定については、収支を改善するための取組を着実に実行す

る。 
出資承継勘定のベンチャー企業に対する出資は、株式処分の着実な実行を図る。同勘定の

出資先法人（三セク）に対する出資は、毎年度の決算の報告等を通じて、適切に経営状況

の把握を行う。必要に応じ事業運営の改善を求めることや関係省庁及び他の出資者との協

議による早期の株式処分等の対応を図る。 
 出資業務、債務保証業務、融資業務、施設整備等業務、共済業務といった財務の健全化を

確保すべき業務については、適切な審査や債権管理の徹底等を行うなど、適切な措置を講

じる。 
 
２．保有資産の見直し等 
 
 地方事務所及び独立行政法人日本貿易振興機構の国内事務所の共用化又は近接化を推進す

る。 
 中小企業大学校の宿泊研修施設等保有資産は、利用促進に向けた取組を実施し、施設の稼

働率を向上する。 
 保有資産の見直し等について、その利用度のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利

用可能性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、その保有の必要性に

ついて不断の見直しを行うとともに、既往の閣議決定等で示された政府方針を踏まえた措

置を講じる。 
 特に、一般勘定資産については、第２期中期目標において不要財産として国庫納付するこ

ととした２，０００億円（第２期中期目標期間中に５００億円国庫納付済）のうち３００
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億円を中期目標期間中に国庫納付する（例えば３年間の分割とする等。）。残余額の納付時

期については、年度ごとの検討を行う。その際、小規模企業共済勘定の繰越欠損金の状況

による機構全体の債務超過や緊急の中小企業対策に必要な資金の不足に陥ることがないよ

う、財務の健全性を確保することに留意する。 
 
 


